
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成14年 5月21日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1369号

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
号

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
三
五
九
・
福
祉
政
策
課
）

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
三
六
〇
・
福
祉
政
策
課
）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
（
三
六
一
・
福
祉
政
策
課
）

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
三
六
二
・
福
祉
政
策
課
）

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
六
三
・
北
秋
田
建
設
事
務
所
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
　
　
称

岡
田
小
児
科
医
院

木
村
内
科
医
院

石
川
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
潟
村
診
療
所

三
ヶ
田
内
科
循
環
器
科
医
院

高
階
医
院

こ
う
歯
科
医
院

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
西
原
一
番
町
五
十
一
番
二
号

大
曲
市
中
通
町
三
番
三
号

能
代
市
字
下
瀬
三
十
二
番
地
一

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
中
央
一
番
地
の
十
三

鹿
角
市
花
輪
字
下
花
輪
百
三
十
三
番
地
一

大
曲
市
四
ツ
屋
字
西
下
瀬
五
十
七
番
地
六

大
館
市
片
山
町
三
丁
目
二
番
三
十
三
号

診
　
療
　
科
　
名

小
児
科

内
科
　
循
環
器
科
　
呼
吸
器
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

小
児
科

内
科

内
科
　
循
環
器
科
　
小
児
科

内
科
　
小
児
科
　
耳
鼻
咽
喉
科

歯
科

指

定

年

月

日

平
成
十
三
年
五
月
一
日

平
成
十
四
年
三
月
一
日

平
成
十
四
年
三
月
一
日

平
成
十
四
年
三
月
四
日

平
成
十
三
年
十
月
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

平
成
十
四
年
三
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

医
療
法
人
岡
田
小
児
科
医

院
理
事
長

木
　
村
　
靖
　
和

医
療
法
人
孝
真
会
理
事
長

大
潟
村
長

三
ヶ
田
　
健
　
悦

高
　
階
　
　
　
高

医
療
法
人
こ
う
歯
科
理
事

長



平成14年 5月21日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1369号

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定

し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

氏
　
　
　
名

成
　
田
　
　
　
久

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
御
休
下
二
百
四
十
六
番
地
三

施
術
所
の
名
称

な
り
た
リ
ラ
ク

ゼ
ー
シ
ョ
ン
ル

ー
ム

施
　
術
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字
追
分
西
三
番
地
三
十
五

業
務
の
種
類

あ
ん
摩
・
マ

ッ
サ
ー
ジ
・

指
圧

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日

名
　
　
　
　
　
　
称

池
田
薬
局
か
わ
ぐ
ち
店

池
田
薬
局
石
脇
調
剤
店

池
田
薬
局
マ
リ
ア
店

さ
い
と
う
医
院

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
代
表
取
締
役

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
代
表
取
締
役

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
代
表
取
締
役

斎
　
藤
　
史
　
宏

所
　
　
在
　
　
地

本
荘
市
川
口
字
八
幡
前
二

百
六
十
一
番
地

本
荘
市
石
脇
字
石
脇
四
十

五
番
地

本
荘
市
谷
山
小
路
七
番
二

号能
代
市
追
分
町
二
番
三
十

六
号

変
　
更
　
年
　
月
　
日

平
成
十
二
年
四
月
一
日

平
成
十
二
年
九
月
一
日

平
成
十
三
年
八
月
一
日

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日

変
　
　
更
　
　
前

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
か

わ
ぐ
ち
薬
局

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
石

脇
調
剤
薬
局

池
田
薬
品
商
事
株
式
会
社
マ

リ
ア
薬
局

斎
藤
医
院

変
　
　
更
　
　
後

池
田
薬
局
か
わ
ぐ
ち
店

池
田
薬
局
石
脇
調
剤
店

池
田
薬
局
マ
リ
ア
店

さ
い
と
う
医
院

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

廃
　
止
　
年
　
月
　
日



平成14年 5月21日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1369号

秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三

年
八
月
二
十
三
日
付
け
指
令
北
建
―
千
七
百
七
十
八
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了

し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
中
道
三
丁
目
一
番
五
十
号

花
岡
土
建
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
鈴
　
木
　
　
　
士

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
館
市
字
相
染
沢
中
岱
十
三
番
一
、
十
三
番
三
、
十
三
番
十
、
十
三
番
十
一
、
十
三
番
十
二
、

十
三
番
十
三
、
十
三
番
三
十
四
、
十
三
番
三
十
五
、
十
三
番
三
十
九

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
に
係
る
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
二
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
秋
田
市
上
北
手
猿
田
土
地
改
良
区

完
了
年
月
日
　
平
成
十
三
年
十
二
月
十
四
日

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
四
ツ
小
屋
地
区
県
単
小
規
模
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
）
）

二
　
秋
田
市
上
北
手
猿
田
土
地
改
良
区

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
三
十
一
日

３

岡
田
小
児
科
医
院

斉
藤
医
院

小
玉
歯
科
医
院

下
山
内
科
医
院

こ
う
歯
科
医
院

木
村
医
院

石
川
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

竹
内
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

東
海
林
整
形
外
科
医
院

高
階
医
院

岡
　
田
　
信
　
親

斎
　
藤
　
静
　
子

永
　
井
　
　
　
毅

下
　
山
　
賢
　
次

越
　
前
　
康
　
平

木
　
村
　
靖
　
和

石
　
川
　
孝
　
成

竹
　
内
　
利
　
明

東
海
林
　
　
　
博

高
　
階
　
春
　
光

平
鹿
郡
十
文
字
町
西
原
一
番
町
五
十
一
番
二
号

河
辺
郡
雄
和
町
新
波
字
竹
の
花
四
十
二
番
地
一

南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
字
一
日
市
二
百
三
十
三
番
地
の
三

大
曲
市
角
間
川
町
字
下
中
町
三
十
三
番
地
二

大
館
市
片
山
町
三
丁
目
二
番
三
十
三
号

大
曲
市
中
通
町
三
番
二
号

能
代
市
字
下
瀬
三
十
二
番
地
一

鹿
角
市
花
輪
字
堰
向
七
十
三
番
地
　
柳
沢
ビ
ル
一
階

大
館
市
幸
町
七
番
一
号

大
曲
市
四
ツ
屋
字
西
下
瀬
五
十
七
番
地
六

平
成
十
三
年
四
月
三
十
日

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
八
日

平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

公
　
　
　
　
　
　
告

（一）（二）（一）



平成14年 5月21日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1369号

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
猿
田
沢
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
）
）

三
　
秋
田
市

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
小
山
田
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
）
）

四
　
秋
田
市

完
了
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

事
業
名
　
土
地
改
良
事
業
（
梶
ノ
目
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
農
道
整
備
）
）

４

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

（一）（二）（一）（二） （二）


